
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

議 案
第 １ 号

令和３年度宇部市一般会計
予算

原 案 可 決 市政執行上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ２ 号

令和３年度宇部市公共用地
造成事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ３ 号

令和３年度宇部市食肉セン
ター事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ４ 号

令和３年度宇部市介護保険
事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ５ 号

令和３年度宇部市国民健康
保険事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ６ 号

令和３年度宇部市後期高齢
者医療特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ７ 号

令和３年度宇部市中央卸売
市場事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ８ 号

令和３年度宇部市地方卸売
市場事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ９ 号

令和３年度宇部市農業集落
排水事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 １ ０ 号

令和３年度宇部市水道事業
会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 １ １ 号

令和３年度宇部市下水道事
業会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 １ ２ 号

令和３年度宇部市交通事業
会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

記

予 算 決 算 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算委員長  笠　井　泰　孝   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年(2021年)３月２５日  

  宇部市議会議長  射　場　博　義    様
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歳出については、国の補正予算を活用して

実施する新型コロナウイルスワクチン接種

経費やプレミアム付商品券事業のほか、実

施見込みに合わせ、退職手当、介護保険事

業会計繰出金等を増額補正するとともに、

特別定額給付金事業経費や本庁舎建設事業

費等を減額補正し、歳入については、歳出

に伴う国・県支出金、市債などのほか、収

入見込額に合わせ、市税、地方消費税交付

金、使用料及び手数料等を補正し、また、

補正財源の一部として、財政調整基金繰入

金を補正するもので、必要やむを得ないも

のと認めた。

歳出については、保険給付費及び予備費を

補正し、歳入については、国・県支出金、

支払基金交付金及び繰入金を補正するもの

であり、必要やむを得ないものと認めた。

歳出については、保健事業費を補正し、歳

入については、県支出金、繰入金及び諸収

入を補正するものであり、必要やむを得な

いものと認めた。

歳出については、総務費及び後期高齢者医

療広域連合納付金を補正し、歳入について

は、国庫支出金及び繰入金を補正するもの

であり、必要やむを得ないものと認めた。

歳出については、農業集落排水費を補正し

歳入については、市債を補正するものであ

り、必要やむを得ないものと認めた。

収入及び支出額を実施見込みに合わせて補

正するものであり、必要やむを得ないもの

と認めた。

国の補正予算を受け関係予算を補正すると

ともに、収入及び支出額を実施見込みに合

わせて補正するものであり、必要やむを得

ないものと認めた。

収入及び支出額を実施見込みに合わせて補

正するものであり、必要やむを得ないもの

と認めた。

議 案
第 １ ７ 号

令和２年度宇部市農業集落
排水事業特別会計補正予算
（第２回）

原 案 可 決

議 案
第 １ ５ 号

令和２年度宇部市国民健康
保険事業特別会計補正予算
（第３回）

原 案 可 決

議 案
第 １ ６ 号

令和２年度宇部市後期高齢
者医療特別会計補正予算
（第２回）

原 案 可 決

議 案
第 １ ４ 号

令和２年度宇部市介護保険
事業特別会計補正予算（第
３回）

原 案 可 決

原 案 可 決

議 案
第 １ ３ 号

令和２年度宇部市一般会計
補正予算（第１０回）

議 案
第 ２ ０ 号

令和２年度宇部市交通事業
会計補正予算（第２回）

原 案 可 決

議 案
第 １ ８ 号

令和２年度宇部市水道事業
会計補正予算（第２回）

原 案 可 決

議 案
第 １ ９ 号

令和２年度宇部市下水道事
業会計補正予算（第２回）

原 案 可 決
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年度内に完了しない見込みとなった１事業

について、地方自治法の規定により、令和

３年度へ繰り越すものであり、必要やむを

得ないものと認めた。

国の主導のもと、新型コロナウイルス感染

症に係るワクチンの迅速な接種のための体

制を確保する、国庫支出金を財源とした新

型コロナウイルスワクチン接種事業に係る

ものであり、妥当なものと認めるとともに

専決処分についても実情やむを得ないもの

と認めた。

報 告
第 １ 号

専決処分を報告し、承認を
求める件（令和２年度宇部
市一般会計補正予算（第９
回））

承 認

議 案
第 ４ ４ 号

令和２年度宇部市介護保険
事業特別会計補正予算（第
４回）

原 案 可 決


